
　
住
民
票
に
記
載
さ
れ
た
住
所
、
氏
名
、
生
年

月
日
、
性
別
の
4
情
報
を
閲
覧
す
る
制
度
が
、

犯
罪
に
利
用
さ
れ
た
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
や
個

人
情
報
保
護
の
意
識
の
高
ま
り
か
ら
、
法
律
改

正
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
滋
賀
県
で
は
以
前
か
ら
営
利
目
的
な
ど
の
閲

覧
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
今
回
の
法
律
改
正

に
よ
り
、
全
国
的
に
営
利
目
的
の
閲
覧
は
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。
 

　
今
後
も
閲
覧
が
で
き
る
の
は
、
国
又
は
地
方

公
共
団
体
が
行
う
も
の
や
公
益
性
が
高
い
世
論

調
査
な
ど
特
定
の
目
的
に
限
っ
た
も
の
と
な
り

ま
す
。
 

   　
ま
た
、
新
た
な
制
度
と
し
て
、
閲
覧
が
行
わ

れ
た
場
合
は
、
閲
覧
が
行
わ
れ
た
地
域
、
閲
覧

申
請
者
の
名
前
を
公
開
す
る
制
度
（
犯
罪
捜
査

目
的
や
訴
訟
の
提
起
な
ど
の
た
め
の
特
別
の
確

認
を
除
く
。）
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
 

住
民
票
な
ど
の
 

自
動
交
付
機
を
 

ご
利
用
く
だ
さ
い
 

住
民
票
な
ど
の
 

自
動
交
付
機
を
 

ご
利
用
く
だ
さ
い
 

　
甲
賀
市
で
は
市
内
の
5
支
所
に
、
住
民
票
や

印
鑑
登
録
証
明
書
を
発
行
で
き
る
自
動
交
付
機

を
設
置
し
て
い
ま
す
。
 

　
こ
の
自
動
交
付
機
は
、
平
日
の
時
間
外
や
土

曜
、
日
曜
、
祝
日
な
ど
、
市
役
所
窓
口
が
業
務

し
て
い
な
い
時
間
帯
も
利
用
で
き
ま
す
。
 

自
動
交
付
機
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
市
で
発

行
し
て
い
る
「
こ
う
か
市
民
カ
ー
ド
」
に
暗
証

番
号
を
登
録
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
 

 

自
動
交
付
機
を
利
用
し
よ
う
と
思
わ
れ
る
方

は
、各
支
所
総
合
窓
口
課
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
 

 

11
月
11
日（
土
）
11
月
12
日（
日
）
の
両
日
は
水

口
町
の
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
地
名
地
番

変
更
作
業
の
た
め
、
市
内
全
て
の
自
動
交
付
機

を
停
止
し
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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11月1日
から

住民基本
台帳の

閲覧制度
が

変わりま
す。

11月1日
から

住民基本
台帳の

閲覧制度
が

変わりま
す。

《住民基本
台帳法の改

正》 

閲
覧
は
特
定
の
目
的
に
 

限
っ
た
も
の
の
み
 

閲
覧
申
請
者
の
氏
名
等
の
 

公
開
制
度
が
ス
タ
ー
ト
 

「
こ
う
か
市
民
カ
ー
ド
」
を
利
用
し
て
 

　
甲
賀
市
で
は
、
11
月
1
日
か
ら
、
本
人
な

り
す
ま
し
に
よ
る
不
正
な
交
付
請
求
を
防
ぐ

た
め
、
住
民
票
の
写
し
・
戸
籍
謄
抄
本
な
ど

の
証
明
を
請
求
さ
れ
る
場
合
に
、
本
人
確
認

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

　
窓
口
で
証
明
書
等
を
請
求
さ
れ
る
際
に
は
、

本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
の
提

示
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

　
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご

理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

住
民
票
・
戸
籍
な
ど
の
交
付
請
求
時
の
 

本
人
確
認
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
 

 自
動
交
付
機
稼
動
停
止
の
お
し
ら
せ
 

B
市
民
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
ら
れ
る
方
 

　
15
歳
以
上
の
甲
賀
市
民
の
方
（
被

後
見
人
の
方
は
除
き
ま
す
。）
 

B
市
民
カ
ー
ド
の
交
付
手
続
き
 

　
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
運

転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
を
お
持

ち
の
場
合
で
、
本
人
自
ら
が
申
請
さ
れ

る
場
合
は
、
そ
の
場
で
暗
証
番
号
を
登
録

し
た
市
民
カ
ー
ド
を
交
付
し
ま
す
。
 

　
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
（
官

公
署
が
発
行
し
た
写
真
付
の
本
人
確
認
書
類
を

お
持
ち
で
な
い
）
方
の
申
請
は
、
交
付
ま
で
に

数
日
の
期
間
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
 

B
市
民
カ
ー
ド
交
付
手
数
料
 

・
印
鑑
登
録
時
の
市
民
カ
ー
ド
の
交
付
 

1
件
　
3
0
0
円
 

・
市
民
カ
ー
ド
の
再
交
付
 

1
件
　
3
0
0
円
 

・
旧
町
発
行
の
印
鑑
登
録
証
と
交
換
す
る
場
合
 

無
 
料
 

B
自
動
交
付
機
で
発
行
で
き
る
証
明
書
 

◎
住
民
票
と
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
 

◎
印
鑑
登
録
証
明
書
 

　
　
　
（
印
鑑
の
登
録
を
さ
れ
て
い
る
方
）
 

B
自
動
交
付
機
の
稼
働
時
間
 

・
平
　
日
　
午
前
8
時
か
ら
午
後
8
時
ま
で
 

・
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
な
ど
の
閉
庁
日
 

　
　
　
　
午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
 

B
自
動
交
付
機
で
の
証
明
手
数
料
 

　
1
通
　
2
0
0
円
 

（
注
）
市
民
カ
ー
ド
は
強
い
磁
石
に
近
づ
け
る
と
使
え

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

　
皆
さ
ん
も
市
内
の
5
支
所
に

あ
る
、
自
動
交
付
機
を
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
 

　
な
お
、
市
民
カ
ー
ド
は
市

外
転
出
や
利
用
し
な
く
な

っ
た
場
合
、
市
に
返
却
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。
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